平成○○年○月○日

○○大学
○○研究科長　様
公立大学法人横浜市立大学　

　　理事長　○○○○
物品無償貸付承認書

平成○○年○月○日をもって申請のありました物品の無償貸付については、下記のとおり承認します。

１　貸付物品及び数量

	物品名(メーカー・型番)
	数
	保管場所
	借受期間

	○○○○(○○○○)
○○○○(○○○○)
	1

1
	〒○○○-○○○○
○○県○○市○○区○○○○番地○号

国立大学法人○○○○大学○○研究院　○○棟○○○○室
TEL：○○-○○○-○○○○
FAX：○○-○○○-○○○○
	平成○○年○月○日から

平成○○年○月○日まで


２　使用目的及び借受を必要とする理由

　　○○に関する共同研究で○○を用いた○○の開発における○○解析を行う。
３　管理責任者
　　○○○○大学○○研究院　教授　○○　○○
３　返納期日及び返納場所

　　平成○○年○月○日
〒○○○-○○○○　横浜市○○区○○
　横浜市立大学○○研究科　○○○○学教室
４　貸与条件

（1） 貸与物品の引渡に要する費用は借受人において負担すること。
（2） 貸与物品の維持、修理及び返納に要する費用は借受人において負担すること。

（3） 貸与物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。

（4） 貸与物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ本学の承認を受けること。ただし、軽微な修繕についてはこの限りではない。

（5） 貸与物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。

（6） 貸与物品は、転貸しまたは担保に供しないこと。

（7） 貸与物品は、貸与の目的以外の目的のために使用しないこと。

（8） 貸与物品について指定した場所以外の場所での使用は認めない。

（9） 貸与物品は、貸与期間満了の日までに、指示の場所において返納すること。

（１０）借受人が貸与条件に違反したときは、本学の指示に従って貸与物品を返納すること。

（１１） 貸与物品を亡失、又は損傷した際、その損傷が借受人の責に帰すべき理由のときは、その負担において補填、もしくは修理し、またはその損害を弁償しなければならない。






